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○契約約款及び料金の変更認可申請概要

１ 申請者

（１）東日本電信電話株式会社（代表取締役 井上福造）

（２）西日本電信電話株式会社（代表取締役 小林充佳）
（以下、（１）及び（２）をあわせて「ＮＴＴ東日本・西日本」という。）

２ 申請日
令和４年３月18日

３ 申請概要

ＮＴＴ東日本・西日本が行う電報事業について、電報の取扱通数減少に伴う収益悪化を背景に、経営効
率化のため、電報の配達条件及び料金等の見直しを行うもの。

＜変更内容及び実施時期＞

・受付時間・配達関係の変更：令和４年10月予定

・料金体系の変更・定文電報の廃止・ＦＡＸ受付の廃止：令和５年１月予定

（参考）同時期に予定している認可を要しない変更（必要的諮問事項対象外）

＜変更内容及び実施時期＞

・無線電報の廃止：令和５年１月予定

・電話受付の場合に加算される手数料の変更：令和５年１月予定





NTT東日本・西日本による国内電報サービス提供条件の見直し（案）全体像 3

項目 現状 変更概要 実施時期
認可の
要否

①受付時間 8時～19時※Webは24時間受付 【変更なし】 ― －

当日配達受付時間 8時～19時※Webは0時～19時 8時～14時※Webは0時～1４時

令和４年10月 要
②配達員による配達対象エリア 全国 一部地域（離島等）を除く

③配達員による配達対象日 年中無休
一部の日付（12/31～1/3）を除く

（翌営業日（1/4）配達）

④受付方法

電話（115）・
インターネット（web）等

【変更なし】 ― －

FAX 廃止 令和５年1月 要

⑤電報の種類

通常電報（一般・慶祝・弔慰） 【変更なし】 ― －

定文電報 廃止 令和５年1月 要

無線電報 廃止 令和５年1月 不

⑥料金

複数の料金体系

文字数課金
Web/電話・FAXの別
かな電報/漢字電報の別

一般/慶弔の別 等

ページあたり基本額 1,200円

Web受付の場合 1,200円
電話受付の場合 1,200円＋400円※

※電報託送加算額

令和５年1月
要

（一部不）

 電報サービスの利用通数は減少を続けており、事業継続に向け抜本的な提供条件の見直しが必要。
 更なるコスト削減：受付時間・方法の変更、配達条件の変更、電報種類の簡素化・・①～⑤
 利用数減少抑制対策：わかりやすい料金体系への移行（「ページ課金」への変更）・・⑥

赤字：必要的諮問事項

（税抜き）









⑥ わかりやすい料金体系への移行（令和５年１月～）（２） 7

〇基本額等の算定方法
１頁あたりの原価を算出し料金を設定（東西同一料金）

料金 主な原価 １頁あたり原価※ 単価

基本額（円/頁）
電報配達費
システム費

NTT東日本 1,177円
1,200円

NTT西日本 1,117円

２頁目以降加算額（円/頁） システム費
NTT東日本 262円

300円
NTT西日本 285円

※：「算定方法」
電報料金変更時期（令和５年１月）～令和７年度末までの３年３か月間の需要見込み及び原価見込みにより、算定。

○電報託送加算額（認可対象外）
400円の算定根拠
電話による通信文受付処理対応稼働等のコストを回収

（税抜き）

○報酬
報酬は、レートベース（当該電気通信事業全体の真実かつ有効な資産の価値）を電気通信事業全体に対し設定された報酬率の幅の範囲内から

選択した一定率を乗じて算定することとなっている。（電気通信事業法関係審査基準（平成13年総務省訓令第75号））

料金改正による報酬率予測※１ 上限報酬率及び下限報酬率

ＮＴＴ東日本 1.1％
上限報酬率※２ 6.4％

下限報酬率※３ 0.12％

ＮＴＴ西日本 2.0％
上限報酬率※２ 4.6％

下限報酬率※３ 0.21％

※１：料金改正後の令和5年１月～令和７年までの3年3か月分の累計収入及び原価から算定。
※２：上限報酬率＝（他人資本コスト）×（他人資本比率）＋（自己資本コスト）×（自己資本比率）
※３：下限報酬率＝ （他人資本コスト）×（他人資本比率）















関係条文

○電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

附 則
第五条 電報の事業（配達の業務を含む。以下この条において同じ。）は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち
受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び電気通信分野における規制の合理化のための関
係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法（昭和二十七年法律第三
百一号）により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者（以下この条において「国際電電承継人」とい
う。）のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関す
る法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号）第二条の規定による改正前のこの法律（以下この条において「旧法」とい
う。）の規定（第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。）はなお効力を有する。

２ 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人（以下この条において「東日本電信電話
株式会社等」という。）が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法
第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気
通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。

３・４ （略）

関係条文（電報の独占に係る規定） 14



○電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成10年法律第58号）
附 則

第六条 （略）
２～４（略）
５ 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年
改正法」という。）第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条
第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年
改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合に
おいて、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

関係条文（電報の料金に係る規定）

○旧電気通信事業法 ＜平成10年法律第58号による改正前の電気通信事業法＞
（料金の認可等）

第三十一条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金（第三項に規定する料金及び郵政省令で定める料金を除く。）を定め、
郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取り扱いをするものでないこと。

３ 第一種電気通信事業者は、電気通信役務のうちその内容、利用者（電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結
する者をいう。以下同じ。）の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに関する
料金（第一項の郵政省令で定める料金を除く。）を定めようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

４～７ （略）

（審議会への諮問）
第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定める審議会（以下この条及び次条において「審議会」と
いう。）に諮り、その決定を尊重してこれをしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めたものについては、この限りで
ない。
一～三 （略）
四 第三十一条第一項の規定による第一種電気通信事業者の料金に関する認可
五～十九 （略）
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○旧電気通信事業法 ＜電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成15年法律第125号）第２条の
規定による改正前の電気通信事業法＞

（契約約款の届出等）
第三十一条の四 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件（料金並びに総務省令で定める事項及び第四十九条第一項又は
第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。）について契約約款を定め、総務省令で定める
ところにより、その実施前に、総務大臣に届出なればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の規定による届出に係る契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に
対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
が適正かつ明確に定められていないこと。

二 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
四 第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものでないこと。
五 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、
利用者の利益を阻害するものであること。

３ 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第一項の規定により定めるべき契約
約款のうち当該第一種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものについては、同項の規定にかかわらず、総務大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。

５～10 （略）

（審議会等への諮問）
第九十四条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関

をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りで
ない。
一 第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等
の変更の許可、第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十一条の四第三項の規定による契約約款の
認可、第三十八条の二第二項の規定による接続約款の認可、同条第七項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の
認可、第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項の規定による適格電気通信
事業者の指定、第七十二条の九第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第七十二条の十第二項の規定による負担金の額
及び徴収方法の認可又は第七十二条の十六第一項において準用する第六十一条第一項の規定による支援業務規程の認可

二～五 （略）

関係条文（電報の契約約款に係る規定） 16



電気通信事業法関係審査基準 17

○電気通信事業法関係審査基準（平成13年総務省訓令第75号）

第８章 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第６条第５項の規定によりなお効力を有するものとさ
れる同法第２条の規定による改正前の法第３１条第１項の規定による料金の認可

（趣旨）
第１２条 電気通信分野の規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成１０年法律第５８号）附則第６条第５項の規定によりなお効力

を有するとされる同法第２条の規定による改正前の法（以下「平成１０年改正前の法」という。）第３１条第１項の規定により料金について認可を
行うに当たっては、この章に定めるところによるものとする。
（審査基準）

第１２条の２ 認可は次の各号に適合していると認める場合に行う。
(1) 料金及びその額の算定方法が、電気通信料金算定要領（別紙１）に照らし、妥当なものであること。
(2) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第８章の２ 法附則第５条第１項の規定によりなお効力を有するものとされる契約約款の認可
（趣旨）

第１３条 法附則第５条第１項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す
る法律（平成１５年法律第１２５号）第２条の規定による改正前の法(以下「平成１５年改正前の法」という。）第３１条の４の規定により契約約
款の認可又は変更の認可を行うに当たっては、この章に定めるところによるものとする。
（審査基準）

第１３条の２ 認可は、次の各号に適合していると認められる場合に行う。
(1) 平成１５年改正前の法第３１条の４第２項第１号関係 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の

工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
(2) 平成１５年改正前の法第３１条の４第２項第２号関係 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと。
(3) 平成１５年改正前の法第３１条の４第２項第３号関係 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(4) 平成１５年改正前の法第３１条の４第２項第４号関係 法第８条第１項及び施行規則第５５条に定める重要通信が優先的に取り扱われること並

びに施行規則第５６条に定める機関等が重要通信を行うため他の通信の接続が制限又は停止されることが定められていること。
(5) 平成１５年改正前の法第３１条の４第２項第５号関係 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的

事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものでないこと。

別紙１ 電気通信料金算定要領
本算定要領は、平成１０年改正前の法第３１条第１項の規定の適用を受ける料金（以下「料金」という。）の算定に適用する。

１ 基本原則
(1) 料金は、能率的な経営の下における適正な原価に、適正な報酬を加えた総括原価を基礎として算定するものとする。
(2) 料金は、その額の算出方法が適正かつ明確に定められていなければならない。
(3) 料金は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはならない。

（以下略）


